
 

 

さいたま市告示第１０８９号 
さいたま市都市公園条例（平成１３年５月１日施行）第２７条の規定により、都市公園の廃止につ

いて、次のとおり告示する。 
令和７年６月３０日 

さいたま市長 清 水 勇 人   
 
 
１ 廃止する公園 

番号 名称 位置 区域 廃止日 

１ 沼 影 公 園 南区沼影２丁目１１３ 別添図面

のとおり 令和７年６月３０日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
都市公園課 

令和７年６月３０日 から 令和７年７月１４日 



公園の名称：沼影公園
公園の所在：さいたま市南区沼影２丁目１１３


